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凡 例 

1 比率（％）は、原則として小数点以下第 2位を四捨五入した。 

2 通常の職員人件費に関するものは含まれていない。 

3 各表中の符号の用法は、次のとおりである。 

  「激増」 ･･････ 1,000％以上となるもの 

  「皆増」 ･･････ 予算額に数値がなく全額増加したものの増減率 
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１ 監査の対象 

教育委員会、健康こども部、経済部、市長公室 

 

２ 監査の期間 

令和 5 年 11 月 8 日から令和 6 年 2 月 21 日まで 

 

３ 監査の方法 

本年度の監査実施計画及び木更津市監査基準（令和 2 年 3 月 24 日監

査委員告示第 1 号）に基づき、財務に関する事務の執行及び経営に係る

事業の管理が適正かつ効率的に行われているか、また、事務・事業の執

行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているか、更に、前回

の監査において指摘した事項の改善状況等に主眼を置き、提出された監

査資料及び関係書類帳簿を、事前に補助職員に予備監査させ、本監査に

おいては、監査資料に基づき関係職員から説明を聴取して適正な監査の

執行に努めた。 

 

４ 監査の結果 

計画された事務・事業は全般にわたり所期の目的に沿うとともに、予

算の定めに従って執行されており、関係書類帳簿もほぼ適正に処理され

ていると認められた。 

各部課等の監査の結果は次のとおりである。 

財務監査 
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監査資料受領日  令和 5年 11月 8日 

財務監査実施日  令和 5年 12月 22日 

 

◎組織及び職員配置状況(11月 1日現在) 

 

教育部 

生涯学習課 

給食係 

 

文化芸術振興係 
文化課 

学校教育課 

児童・生徒係 

学務保健係 

栄養係 

教育長 

図書館 

中央公民館 

木更津市まなび支援ｾﾝﾀｰ 

教職員研修係 

学校支援係 

図書館係 

管理係 

事業係 

18 小学校 

12 中学校 

木更津市郷土博物館金のすず 博物館係 

教育機関 

木更津市学校給食ｾﾝﾀ- ｾﾝﾀｰ給食係 

管理係 教育総務課 

文化財係 

学校給食課

青少年係 

社会教育係 

14 公民館 

木更津市視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 

教育委員会 
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次 長 係 長
課 長 主 査

（ 8 級 ） （ 6 級 ） （ 5 級 ） （1～3級）

1 1

2 5

1 1

2 3 4 16

2 3 6

1 2 4 7

1 2 2 6

1 1

1 1 1 6

1 1 1 3

2 2 5

3 5 7 18

4 7 11

1 1 4 9

3 3

1 1 2

3 3

(1) (1)

1 6 12

2 2

3

2 2

1 16 21 54 122

再任用

1

（単位：人）

学校教育課

生涯学習課

文化課

　　　　　　　　　　　     区分

課等名

部 長 職 職 補 佐 職

再任用

18小学校

図書館

木更津市視聴覚ライブラリー
(生涯学習課職員が兼務)

再任用

学校給食課

木更津市学校給食ｾﾝﾀｰ

再任用

計

教育部

木更津市まなび支援ｾﾝﾀｰ

教育総務課

再任用

木更津市郷土博物館金のすず

中央公民館

14公民館

再任用

12中学校

職 主任以下
計

（ 7 級 ） （ 4 級 ）

係 長 職

1

1

1

1

5

5

2

6

3

再任用

3

25

3

3

 

※( )内の数値は兼務職員を示すものであり、実数には含まれない。 

 

○教育総務課 

1 主な事務分掌 

管理係：教育委員会会議、教育委員会規則及び諸規程、教育長の秘書、職員（教職員及び各種審議会委員

等を除く。）の任免・分限・服務及び身分、公印事務の総括、教育功労者の表彰、情報公開制度の運用及

び連絡調整、個人情報保護制度の運用及び連絡調整、共済組合事務、教育予算及び事務事業の総合調整、

学校の物品の調達、学校の経理事務、学校の備品台帳の整備、奨学基金、長期計画の推進、教育財産（学

校に係るものに限る。）の取得又は処分・契約・登記及びその他管理、教育委員会の庶務及び総合調整、

教育行政相談に係る連絡調整、学校施設台帳の保存、学校施設に係る調査及び統計、教育費調査に関す

ること 
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2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

教育使用料 185,000 184,610 184,610 0 99.8 100.0

教育費国庫補助金 9,315,000 9,247,000 0 9,247,000 0.0 0.0

利子及び配当金 1,000 0 0 0 0.0 0.0

雑入 1,250,000 61,316,820 61,308,704 8,116 激増 100.0

計 10,751,000 70,748,430 61,493,314 9,255,116 572.0 86.9

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 

調定額の主なもの 

・教育費国庫補助金  公立学校情報機器整備費補助金(小学校分)   5,166,186円 

〃      (中学校分)   2,708,814円 

・雑入        金田西土地区画整理事業補償金       60,347,619円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

教育委員会費 1,875,000 1,090,323 784,677 58.2

事務局費 602,000 390,062 211,938 64.8

学校管理費(小学校費) 240,973,000 173,100,511 67,872,489 71.8

教育振興費(小学校費) 104,749,000 96,402,017 8,346,983 92.0

学校建設費(小学校費) 27,763,000 27,762,654 346 100.0

学校管理費(中学校費) 129,433,000 83,502,474 45,930,526 64.5

教育振興費(中学校費) 84,878,000 75,831,045 9,046,955 89.3

学校建設費(中学校費) 183,808,000 183,806,624 1,376 100.0

学校給食費 46,702,000 31,799,594 14,902,406 68.1

計 820,783,000 673,685,304 147,097,696 82.1

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・学校管理費(小学校費)  第一小学校改築及び（仮称）木更津市学校給食センター整備 

事業サービス対価Ｃ            26,067,544円 

小学校仮想シンクライアントシステム整備事業（その２） 

に伴う賃借料               25,434,288円 

・教育振興費(小学校費)  小学校ＧＩＧＡスクール通信機器整備事業保守等業務委託料 

                    42,058,800円 

・学校建設費(小学校費)  第一小学校改築及び（仮称）木更津市学校給食センター整備

事業サービス対価Ａ２（元本）       27,368,156円 

・教育振興費(中学校費)    中学校ＧＩＧＡスクール通信機器整備事業保守等業務委託料 

                   24,478,440円 

・学校建設費(中学校費)  金田西特定土地区画整理事業施行区域内９９街区１画地に 

係る売買代金               179,424,334円 

 

　歳　出（繰越明許費） (単位:円・％)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

学校給食費 14,300,000 14,300,000 0 100.0

支出負担行為済額の主なもの 

・学校給食センター整備・運営の更新継続に係る事業者選定支援業務委託 

14,300,000円 
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3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 なお、次のとおり改められたい。 

 ロープ止 J 型他の消耗品などにおける支出負担行為の起票の取扱いについて、日付を遡

及して起票処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従い適正な事務

処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 2月 5日付けで教育長から次のとおり回答があった。 

 

遡り起票につきましては、毎年ご指摘を受け、その取扱いには十分注意をしていたところ

ですが、再度、木更津市財務規則第 65条の規定に則り、適正な時期に支出負担行為の起票

を行うよう徹底いたします。 

 

 

○学校教育課 

1 主な事務分掌 

児童・生徒係：教職員の人事及び給与、就学・出席、教育課程・学習指導その他学校教育の指導、教職

員の研修、教科用図書及び教材、学校保健及び学校安全、児童及び生徒の食育に関すること 

学務保健係：学校の設置及び廃止の手続き、通学区域、通学路の認定、教職員の人事及び給与、就学・出

席、要保護・準要保護児童生徒援助費補助、特別支援教育就学奨励費補助、教職員の研修、教科用図書

及び教材、学校保健及び学校安全、学校医・学校歯科医及び学校薬剤師、教職員及び児童生徒の健康診

断、学校の環境衛生、学校教育に係る教育財産の取得又は処分・契約・登記及びその他管理に関するこ

と 

 

2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

教育費負担金 4,579,000 4,580,680 4,580,680 0 100.0 100.0

教育費国庫補助金 11,343,000 7,636,000 0 7,636,000 0.0 0.0

雑入 272,000 125,350 74,290 51,060 27.3 59.3

計 16,194,000 12,342,030 4,654,970 7,687,060 28.7 37.7

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 
調定額の主なもの 

・教育費国庫補助金  特別支援教育就学奨励費補助金(小学校分)  3,866,000円 

〃      (中学校分)   2,619,000円 
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　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

事務局費 10,931,000 6,376,285 4,554,715 58.3

まなび支援センター費 2,800,000 2,750,687 49,313 98.2

学校管理費(小学校費) 72,238,204 46,259,828 25,978,376 64.0

教育振興費(小学校費) 86,025,000 20,123,751 65,901,249 23.4

学校管理費(中学校費) 26,717,000 7,515,937 19,201,063 28.1

教育振興費(中学校費) 42,267,000 15,038,443 27,228,557 35.6

計 240,978,204 98,064,931 142,913,273 40.7

(単位:円・％)

 

支出負担行為済額の主なもの 

・学校管理費(小学校費)  きさらづ特認校児童送迎用バス運行業務委託料 

                                  16,997,999円 

             学校水泳指導民間活力導入事業業務委託料  11,630,520円 

・教育振興費(小学校費)  要保護・準要保護児童就学援助費       8,047,200円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 なお、次のとおり改められたい。 

 プール消毒用薬剤における支出負担行為の起票の取扱いについて、日付を遡及して起票

処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従い適正な事務処理をされ

るよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 2月 5日付けで教育長から次のとおり回答があった。 

 

遡り起票につきましては、毎年ご指摘を受け、その取扱いには十分注意をしていたところ

ですが、再度、木更津市財務規則第 65条の規定に則り、適正な時期に支出負担行為の起票

を行うよう徹底いたします。 

 

 

○学校給食課 

1 主な事務分掌 

給食係：学校給食の運営方針、学校給食の実施計画、学校給食施設の維持管理、学校給食費、学校給食に

係る教育財産の取得又は処分・契約・登記及びその他管理に関すること 

栄養係：学校給食の運営方針、学校給食の実施計画、学校給食施設の維持管理、学校給食費、学校給食に

係る教育財産の取得又は処分・契約・登記及びその他管理、地産地消及び食の循環、食物アレルギー、

食の指導に関すること 
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2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入 

対予算 対調定

教育費県補助金 36,773,000 0 0 0 0.0 0.0

きさらづオーガニック給
食基金繰入金

1,848,000 0 0 0 0.0 0.0

給食事業収入 556,824,000 318,888,791 219,511,707 99,377,084 39.4 68.8

雑入 65,000 18,900 18,900 0 29.1 100.0

計 595,510,000 318,907,691 219,530,607 99,377,084 36.9 68.8

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 
調定額の主なもの 

・給食事業収入  小学校給食費（現年度分）  172,644,655円 

中学校給食費（現年度分）  106,469,795円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

学校給食費 728,749,000 488,133,725 240,615,275 67.0

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・学校給食調理業務委託料  306,595,850円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

  

 

○生涯学習課 

1 主な事務分掌 

社会教育係：生涯学習推進本部、生涯学習推進協議会、生涯学習事業の企画及び振興、生涯学習情報の収

集・提供、生涯学習相談、生涯学習指導者の育成、生涯学習バスの管理運営、社会教育の企画及び振興、

社会教育委員会議、社会教育関係団体の育成、社会教育機関（郷土博物館金のすずを除く。）との連絡調

整、社会人権教育、社会教育に係る補助金等、視聴覚教育、社会通信教育、国際理解教育、男女共同参

画学習、社会教育に係る教育財産の取得又は処分・契約・登記及びその他管理に関すること 

青少年係：社会教育関係団体の育成、生涯学習基金の管理、青少年健全育成、青少年問題協議会、青少年

指導者の育成、少年自然の家キャンプ場、二十歳を祝う会に関すること 

 

2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

教育使用料 134,000 139,720 139,720 0 104.3 100.0

教育費県補助金 2,183,000 2,098,000 525,000 1,573,000 24.0 25.0

利子及び配当金 1,000 0 0 0 0.0 0.0

教育費寄附金 0 3,000,000 3,000,000 0 皆増 100.0

生涯学習基金繰入金 1,500,000 0 0 0 0.0 0.0

計 3,818,000 5,237,720 3,664,720 1,573,000 96.0 70.0

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
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調定額の主なもの 

・教育費県補助金  青少年相談員活動費補助金          525,000円 

・教育費寄附金   生涯学習・文化・芸術振興のための寄附金  3,000,000円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

社会教育総務費 823,000 481,025 341,975 58.4

青少年育成費 6,890,000 6,092,024 797,976 88.4

少年自然の家費 11,659,000 10,451,585 1,207,415 89.6

生涯学習まちづくり推進
事業費

8,779,000 4,169,469 4,609,531 47.5

計 28,151,000 21,194,103 6,956,897 75.3

(単位:円・％)

 

支出負担行為済額の主なもの 

・青少年育成費   放課後子供教室推進事業委託料          2,488,000円 

・少年自然の家費  少年自然の家キャンプ場指定管理委託料      5,746,000円 

公共施設等個別施設計画策定業務委託料（木更津市立少年自然の家 

キャンプ場）                  3,398,124円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 なお、次のとおり改められたい。 

 きさらづ市民カレッジ清和大学・清和大学短期大学部コース教室使用料における支出負 

担行為の起票の取扱いについて、日付を遡及して起票処理がなされたことは適切ではない 

ので、木更津市財務規則に従い適正な事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 2月 5日付けで教育長から次のとおり回答があった。 

 

遡り起票につきましては、毎年ご指摘を受け、その取扱いには十分注意をしていたところ

ですが、再度、木更津市財務規則第 65条の規定に則り、適正な時期に支出負担行為の起票

を行うよう徹底いたします。 

 

 

○文化課 

1 主な事務分掌 

文化芸術振興係：木更津市史編集委員会、芸術文化に係る教育財産の取得又は処分・契約・登記及びそ

の他管理、芸術文化（芸術関係）関係機関との連絡調整、芸術・文化の振興、芸術文化団体（芸術関係）

の育成、芸術・文化（芸術関係）に係る補助金等、芸術・文化情報の収集及び提供、芸術・文化公演及

び展覧会等の開催並びに奨励に関すること 

文化財係：文化財保護審議会、文化財の調査・保護及び活用、埋蔵文化財の対策、文化財の指定及び管理、

芸術文化に係る教育財産の取得又は処分・契約・登記及びその他管理、芸術文化（文化財関係）関係機

関との連絡調整、芸術文化団体（文化財関係）の育成、芸術・文化（文化財関係）に係る補助金等、芸

術・文化情報の収集及び提供に関すること 
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2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入

対予算 対調定

教育使用料 455,000 114,000 114,000 0 25.1 100.0

教育費国庫補助金 3,432,000 2,295,000 0 2,295,000 0.0 0.0

教育費県補助金 686,000 459,000 0 459,000 0.0 0.0

事務処理の特例にかか
る県委託金

64,000 0 0 0 0.0 0.0

雑入 3,006,000 696,500 64,500 632,000 2.1 9.3

計 7,643,000 3,564,500 178,500 3,386,000 2.3 5.0

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 
調定額の主なもの 

・教育費国庫補助金  国宝重要文化財等保存整備事業補助金  2,295,000円 

・教育費県補助金   文化財関係県費補助金          459,000円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

社会教育総務費 39,671,000 14,139,027 25,531,973 35.6

(単位:円・％)

 

支出負担行為済額の主なもの 

・木更津市史編さん事業費（報償金）  5,689,000円 

・文化財保護事業費（委託料）      732,100円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

なお、次のとおり改められたい。 

 市民会館市外利用等補助金における支出負担行為の起票の取扱いについて、日付を遡及 

して起票処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従い適正な事務処 

理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 2月 5日付けで教育長から次のとおり回答があった。 

 

遡り起票につきましては、毎年ご指摘を受け、その取扱いには十分注意をしていたところ

ですが、再度、木更津市財務規則第 65条の規定に則り、適正な時期に支出負担行為の起票

を行うよう徹底いたします。 

 

 

○木更津市まなび支援センター 

1 主な事務分掌 

教職員研修係：教育に関する専門的かつ技術的な事項の調査及び研究、教育関係職員の研修、教育相談、

教育情報の収集・整理及び提供、その他教育の充実及び振興並びに青少年の健全育成を図るために必要

な事項に関すること 

学校支援係：青少年の非行防止・補導及び相談、その他教育の充実及び振興並びに青少年の健全育成を

図るために必要な事項に関すること 
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2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入 

対 予 算 対 調 定

教育使用料 1,000 1,100 1,100 0 110.0 100.0

教育費県補助金 250,000 250,000 250,000 0 100.0 100.0

計 251,000 251,100 251,100 0 100.0 100.0

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 
調定額の主なもの 

・教育費県補助金  青少年補導センター補助金  250,000円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

まなび支援センター費 13,462,000 8,380,040 5,081,960 62.2

教育振興費（小学校費） 801,000 650,760 150,240 81.2

教育振興費（中学校費） 3,342,000 2,846,800 495,200 85.2

青少年育成費 1,210,000 406,280 803,720 33.6

計 18,815,000 12,283,880 6,531,120 65.3

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・まなび支援センター費   社会科副読本「私たちの木更津」製作費   3,276,900円 

・教育振興費（中学校費）  中学校プログラミング学習導入業務委託料  2,846,800円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

なお、次のとおり改められたい。 

 中学校プログラミング学習導入業務委託などにおける支出負担行為の起票の取扱いにつ 

いて、日付を遡及して起票処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従 

い適正な事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 2月 5日付けで教育長から次のとおり回答があった。 

 

遡り起票につきましては、毎年ご指摘を受け、その取扱いには十分注意をしていたところ

ですが、再度、木更津市財務規則第 65条の規定に則り、適正な時期に支出負担行為の起票

を行うよう徹底いたします。 

 

 

○木更津市学校給食センター 

1 主な事務分掌 

センター給食係：木更津市学校給食センター（以下「給食センター」という。）の学校給食の献立作成、

給食センターで使用する食材料の調達、給食センターの学校給食の調理、給食センターの学校給食の配

食・運搬等、学校給食を配食する学校の児童及び生徒に対する食の指導に関すること 
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2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

雑入 23,000 18,864 18,864 0 82.0 100.0

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 
調定額の主なもの 

・給食センター私用電気料（自動販売機）  11,664円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

学校給食費 688,860,000 460,012,454 228,847,546 66.8

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・給食センター管理運営費（委託料）  270,199,482円 

・賄材料費 給食センター分      159,772,647円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 なお、次のとおり改められたい。 

 校務用ネットワーク新設業務委託における支出負担行為の起票の取扱いについて、日付 

を遡及して起票処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従い適正な 

事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 2月 5日付けで教育長から次のとおり回答があった。 

 

遡り起票につきましては、毎年ご指摘を受け、その取扱いには十分注意をしていたところ

ですが、再度、木更津市財務規則第 65条の規定に則り、適正な時期に支出負担行為の起票

を行うよう徹底いたします。 

 

 

○公民館 

1 主な事務分掌 

 (中央公民館) 管理係：中央公民館の管理運営、各公民館施設管理に関すること 

事業係：社会教育法第 22条に規定する業務、公民館運営審議会、中央公民館の管理運

営に関すること 

 (他の公民館) 社会教育法第 22条に規定する業務、公民館の管理運営に関すること 
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2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

教育使用料 13,340,000 6,490,542 5,942,292 548,250 44.5 91.6

雑入 1,005,000 461,468 275,134 186,334 27.4 59.6

計 14,345,000 6,952,010 6,217,426 734,584 43.3 89.4

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 

調定額の主なもの 

・教育使用料  公民館使用料  5,575,160円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

公民館費 151,875,000 119,058,046 32,816,954 78.4

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・中央公民館仮移転に伴う定期建物賃借料  42,365,587円 

・光熱水費                26,713,576円 

・公民館夜間管理業務委託料        15,853,578円 

・公民館休日管理業務委託料        12,843,454円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 なお、次のとおり改められたい。 

 木更津市公民館印刷機賃貸借契約などにおける支出負担行為の起票の取扱いについて、 

日付を遡及して起票処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従い適 

正な事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 2月 5日付けで教育長から次のとおり回答があった。 

 

遡り起票につきましては、毎年ご指摘を受け、その取扱いには十分注意をしていたところ

ですが、再度、木更津市財務規則第 65条の規定に則り、適正な時期に支出負担行為の起票

を行うよう徹底いたします。 

 

 

○図書館 

1 主な事務分掌 

図書館係：図書館法第 3条に規定する図書館奉仕事業、図書館協議会に関すること 
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2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

教育使用料 31,000 32,300 32,300 0 104.2 100.0

教育費寄附金 500,000 500,000 500,000 0 100.0 100.0

雑入 259,000 117,564 100,615 16,949 38.8 85.6

計 790,000 649,864 632,915 16,949 80.1 97.4

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 

調定額の主なもの 

・教育費寄附金  社会教育費寄附金  500,000円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

図書館費 38,633,000 29,144,969 9,488,031 75.4

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・図書館用図書購入費         8,978,319円 

・図書館業務電算システム機器賃借料  5,874,000円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

なお、次のとおり改められたい。 

 図書館公用車車検整備代などにおける支出負担行為の起票の取扱いについて、日付を遡 

及して起票処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従い適正な事務 

処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 2月 5日付けで教育長から次のとおり回答があった。 

 

遡り起票につきましては、毎年ご指摘を受け、その取扱いには十分注意をしていたところ

ですが、再度、木更津市財務規則第 65条の規定に則り、適正な時期に支出負担行為の起票

を行うよう徹底いたします。 

 

 

○木更津市郷土博物館金のすず 

1 主な事務分掌 

博物館係：木更津市郷土博物館金のすずの設置及び管理に関する条例第 3 条に規定する業務に関するこ

と 
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2 予算の執行状況（10月 31日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

教育使用料 506,000 88,140 88,140 0 17.4 100.0

雑入 343,000 107,700 107,000 700 31.2 99.4

計 849,000 195,840 195,140 700 23.0 99.6

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 

調定額の主なもの 

・雑入  図書等売払代  107,700円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

博物館費 25,427,000 15,183,696 10,243,304 59.7

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・郷土博物館金のすず警備業務委託料  5,060,000円 

・郷土博物館金のすず清掃業務委託料  3,577,200円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

  

 

○木更津市視聴覚ライブラリー 

1 主な事務分掌 

視聴覚教材及び視聴覚機材の整備及び貸出し、視聴覚教育の調査及び研究、その他視聴覚教育の振興

を図るための必要な事業に関すること 

 

2 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 
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監査資料受領日  令和 6年 1 月 10日 

財務監査実施日  令和 6年 2 月 14日 

 

◎組織及び職員配置状況(1月 1日現在) 

 

 

（単位：人）
次 長 係 長
課 長 主 査

（ 8 級 ） （ 6 級 ） （ 5 級 ） （1～3級）

1 1

1 3 12 17

3 3 9

2 1 9 12

1 7 35 45

1 1

2 8 19 33

1 1

2 4 7

1 6 24 84 126

2

再任用

2

スポーツ振興課

健康こども部

計

子育て支援課

健康推進課

こども保育課

保育園

再任用

1

　　　　　　　　　　　     区分

課等名

部 長 職 職 補 佐 職 係 長 職

こども発達支援課 1

職 主任以下
計

（ 7 級 ） （ 4 級 ）

4

9

1

2  
 

子育て支援課 

健康こども部 

こども保育課 

健康推進課 

こども家庭相談係 

成人保健係 

こども政策係 

保育係 

スポーツ推進係 

保育園（桜井、わかば） 

スポーツ振興課 
管理調整係 

予防係 

 

母子保健係 

栄養歯科係 

新型コロナウイルス感染症対策係 

施設管理係 

支援センター係 

こども発達支援課 相談支援係 

健康こども部 
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○子育て支援課 

1 主な事務分掌 

こども政策係：子ども・子育て支援事業計画、児童手当、児童扶養手当、子ども医療費の助成、ひとり

親家庭等に対する医療費の助成、未熟児養育医療費、遺児福祉基金の管理運用及び遺児手当に関するこ

と 

こども家庭相談係：子ども家庭総合支援拠点、家庭児童相談、子育て短期支援事業、助産施設及び母子

生活支援施設への入所、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立支援、母子福祉資金・父子福祉資金及

び寡婦福祉資金の貸付、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）による被害者からの相談及び支援に関

すること 

 

2 予算の執行状況（12月 31日現在） 

　歳　入 (単位:円・％)

対予算 対調定

衛生費負担金 300,000 307,090 270,290 36,800 90.1 88.0

民生手数料 0 40 40 0 皆増 100.0

民生費国庫負担金 1,503,705,000 1,332,624,810 908,618,175 424,006,635 60.4 68.2

衛生費国庫負担金 8,151,000 0 0 0 0.0 0.0

民生費国庫補助金 171,603,000 133,793,000 129,338,000 4,455,000 75.4 96.7

民生費県負担金 294,027,000 264,174,000 176,116,000 88,058,000 59.9 66.7

衛生費県負担金 4,075,000 132,422 132,422 0 3.2 100.0

民生費県補助金 323,119,000 129,048,000 129,048,000 0 39.9 100.0

利子及び配当金 1,000 0 0 0 0.0 0.0

民生費寄附金 0 220,000 220,000 0 皆増 100.0

雑入 8,526,000 6,616,143 1,192,942 5,423,201 14.0 18.0

過年度収入 25,798,000 25,798,332 25,798,332 0 100.0 100.0

計 2,339,305,000 1,892,713,837 1,370,734,201 521,979,636 58.6 72.4

収入未 済額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

調定額の主なもの 

・民生費国庫負担金  児童手当国庫負担金             1,208,658,000円 

  児童扶養手当給付費負担金           123,415,410円 

・民生費国庫補助金  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金  

128,018,000円 

・民生費県負担金   児童手当県負担金                 264,174,000円 

 

　歳　出 (単位:円・％)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

諸費 15,331,000 0 15,331,000 0.0

児童福祉総務費 682,537,000 462,214,058 220,322,942 67.7

児童措置費 2,685,358,000 1,860,667,672 824,690,328 69.3

保健施設費 16,614,000 10,236,469 6,377,531 61.6

計 3,399,840,000 2,333,118,199 1,066,721,801 68.6  
支出負担行為済額の主なもの 

・児童福祉総務費  子ども医療費助成事業費   373,198,809円 

・児童措置費    児童手当支給事業費    1,253,550,000円 

児童扶養手当支給事業費   355,103,490円 
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3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 なお、次のとおり改められたい。 

子ども医療費助成年齢拡大に係るシステム改修業務委託料における支出負担行為の取扱

いについて、日付を遡及して起票処理がなされていることは適切ではないので、木更津市財

務規則に従い、適切な事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 3月 6日付けで健康こども部長から次のとおり回答があった。 

 

今後は木更津市財務規則に則り、適正な事務処理を行うよう改めてまいります。 

 

・その他意見 

 個人情報書類の紛失については、チェック票を作成し対応するとの改善案が示されたが、

チェック票自体を紛失する可能性もあるので、更に改善策を検討されたい。 

 

〔その他意見に対する改善〕 

令和 6年 3月 6日付けで健康こども部長から次のとおり回答があった。 

 

今後は、窓口受付時における申請書類の授受確認の徹底や書類の保管方法の整備を図る

とともに、申請書データの速やかなシステム入力処理、電子申請の利用促進等による電子で

のデータ管理方法に改善し、書類紛失の再発防止に努めてまいります。 

 

 

○こども発達支援課 

1 主な事務分掌 

相談支援係：子どもの発達支援、ことばの相談及び指導に関すること 

 

2 予算の執行状況（12月 31日現在） 

　歳　出 (単位:円・％)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

障害福祉費 6,930,000 6,930,000 0 100.0

児童福祉総務費 7,277,000 5,215,722 2,061,278 71.7

まなび支援センター費 666,000 456,815 209,185 68.6

計 14,873,000 12,602,537 2,270,463 84.7

支出負担行為済額の主なもの 

・障害福祉費    障害児等療育支援事業業務委託料    6,930,000円 

・児童福祉総務費  こども相談業務委託料         1,582,000円 

保育園・幼稚園等巡回相談業務委託料  1,231,000円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 
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○こども保育課 

1 主な事務分掌 

保育係：放課後児童健全育成事業、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子

育て支援施設等、教育・保育の必要性の認定等、私立保育園の運営指導等、保育関係団体の指導育成に

関すること 

施設管理係：児童福祉施設の管理及び保育園の整備、市立保育園の管理運営等、保育の実施等、私立保育

園の運営指導等、保育関係団体の指導育成に関すること 

支援センター係：地域子育て支援センターに関すること 

保育園：児童福祉法第 39条に規定する保育に関する業務 

 

2 予算の執行状況（12月 31日現在） 

　歳　入 (単位:円・％)

対予算 対調定

民生費負担金 209,298,000 136,959,719 114,541,265 22,418,454 54.7 83.6

民生使用料 3,000 3,300 3,300 0 110.0 100.0

民生費国庫負担金 1,618,088,000 818,979,054 818,979,054 0 50.6 100.0

民生費国庫補助金 194,819,000 154,916,000 103,277,000 51,639,000 53.0 66.7

民生費県負担金 809,043,000 358,406,251 358,406,251 0 44.3 100.0

民生費県補助金 267,208,000 0 0 0 0.0 0.0

民生費寄附金 0 200,000 200,000 0 皆増 100.0

給食事業収入 10,137,000 7,470,250 6,321,820 1,148,430 62.4 84.6

雑入 30,571,000 11,074,952 10,857,762 217,190 35.5 98.0

過年度収入 0 38,709,762 38,709,762 0 皆増 100.0

計 3,139,167,000 1,526,719,288 1,451,296,214 75,423,074 46.2 95.1

収入未 済額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 

調定額の主なもの 

・民生費負担金    保育園保育料保護者負担金       129,072,800円 

・民生費国庫負担金  保育園運営費負担金          680,341,632円 

子育てのための施設等利用給付交付金  138,637,422円 

・民生費国庫補助金  子ども・子育て支援交付金       137,633,000円 

・民生費県負担金   保育園運営費負担金          289,087,540円 

 

　歳　出 (単位:円・％)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

児童福祉総務費 463,902,000 293,339,356 170,562,644 63.2

児童措置費 3,514,625,000 2,491,442,626 1,023,182,374 70.9

児童福祉施設費 645,990,000 591,991,939 53,998,061 91.6

教育振興費 3,650,000 3,367,000 283,000 92.2

計 4,628,167,000 3,380,140,921 1,248,026,079 73.0

支出負担行為済額の主なもの 

・児童福祉総務費  子育てのための施設等利用給付費   238,293,310円 

・児童措置費    子どものための教育・保育給付費  2,135,330,823円 

・児童福祉施設費  放課後児童健全育成事業補助金    296,045,420円 

請西保育園指定管理料        173,616,980円 



 19 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

なお、次のとおり改められたい。 

木更津市子ども・子育て支援整備補助金などにおける支出負担行為の取扱いについて、日

付を遡及して起票処理がなされていることは適切ではないので、木更津市財務規則に従い、

適切な事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 3月 6日付けで健康こども部長から次のとおり回答があった。 

 

今後は木更津市財務規則に則り、適正な事務処理を行うよう改めてまいります。 

 

 

○健康推進課 

1 主な事務分掌 

予防係：予防接種、健康増進法に基づく保健事業、保健活動、献血事業、救急医療、君津中央病院企業団

との連絡調整、医療関係団体との連絡調整、感染症予防（他の部に属するものを除く。）、特定不妊治療

費の助成、骨髄等の提供者への支援、旧保健相談センター施設の管理、健康増進センターの管理運営に

関すること 

成人保健係：健康増進法に基づく保健事業、健康づくり、保健活動、健康アプリ「らづ Fit」、体組成計

「らづ Body」、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること 

母子保健係：母子保健、健康づくり、保健活動、子育て世代包括支援センターに関すること 

栄養歯科係：健康増進法に基づく保健事業、食生活改善、保健活動に関すること 

新型コロナウイルス感染症対策係：感染症予防（他の部に属するものを除く。）、新型コロナウイルス

感染症対策に関すること 

 

2 予算の執行状況（12月 31日現在） 

　歳　入 (単位:円・％)

対 予 算 対 調 定

衛生使用料 2,967,000 3,527,589 3,527,589 0 118.9 100.0

衛生費国庫負担金 413,803,000 0 0 0 0.0 0.0

衛生費国庫補助金 326,674,000 168,538,000 161,519,000 7,019,000 49.4 95.8

衛生費県補助金 35,594,000 0 0 0 0.0 0.0

衛生費県委託金 0 33,854 33,854 0 皆増 100.0

衛生費寄附金 0 1,050,500 0 1,050,500 皆増 0.0

後期高齢者医療広域
連合受託事業収入

6,904,000 0 0 0 0.0 0.0

雑入 1,655,000 986,396 926,194 60,202 56.0 93.9

計 787,597,000 174,136,339 166,006,637 8,129,702 21.1 95.3

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 

調定額の主なもの 

・衛生費国庫負担金  出産子育て応援交付金             46,133,000円 

・衛生費国庫補助金  新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 

        115,386,000円 
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　歳　出 (単位:円・％)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

保健衛生総務費 836,920,000 827,638,774 9,281,226 98.9

予防費 1,030,977,000 537,716,212 493,260,788 52.2

保健施設費 374,247,560 274,797,347 99,450,213 73.4

後期高齢医療事業費 1,104,000 220,991 883,009 20.0

健康増進費 95,201,000 75,156,802 20,044,198 78.9

計 2,338,449,560 1,715,530,126 622,919,434 73.4  

支出負担行為済額の主なもの 

・保健衛生総務費  君津中央病院企業団負担金           718,979,080円 

・予防費      予防接種委託料                249,202,838円 

          新型コロナウイルスワクチン接種委託料     147,641,417円 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料 

                                 108,348,936円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 なお、次のとおり改められたい。 

新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施に伴うクーポン券印刷・出力等業

務委託などにおける支出負担行為の取扱いについて、日付を遡及して起票処理がなされて

いることは適切ではないので、木更津市財務規則に従い、適切な事務処理をされるよう改め

られたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 3月 6日付けで健康こども部長から次のとおり回答があった。 

 

今後は木更津市財務規則に則り、適正な事務処理を行うよう改めてまいります。 

 

 

○スポーツ振興課 

1 主な事務分掌 

管理調整係：市営体育施設の管理運営及び整備（江川総合運動場拡張整備に係るものを除く。）、スポー

ツ推進委員、スポーツの指導者の養成、スポーツ推進審議会、スポーツ関係団体の育成、スポーツ活動

の総合調整、スポーツ推進計画に関すること 

スポーツ推進係：スポーツ推進委員、スポーツ行事の企画及び実施に関すること 

 

2 予算の執行状況（12月 31日現在） 

　歳　入 

対 予 算 対 調 定

総務使用料 11,504,000 8,039,125 8,039,125 0 69.9 100.0

雑入 1,594,000 1,489,586 938,044 551,542 58.8 63.0

計 13,098,000 9,528,711 8,977,169 551,542 68.5 94.2

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
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調定額の主なもの 

・総務使用料  体育施設使用料  7,964,892円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

スポーツ振興費 144,189,000 132,310,348 11,878,652 91.8

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・市営体育施設指定管理料                  94,990,000円 

・公共施設等個別施設計画策定業務委託料（市営体育施設）   10,734,848円 

・チャレスポ in KISARAZU 事業業務委託料           3,990,000円 

・江川総合運動場第１野球場オープニングイベント業務委託料   3,282,400円 

・スポーツ協会補助金                     3,000,000円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 なお、次のとおり改められたい。 

市営野球場枯木伐採等業務委託における支出負担行為の取扱いについて、日付を遡及し

て起票処理がなされていることは適切ではないので、木更津市財務規則に従い、適切な事務

処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

令和 6年 3月 6日付けで健康こども部長から次のとおり回答があった。 

 

今後は木更津市財務規則に則り、適正な事務処理を行うよう改めてまいります。 
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監査資料受領日  令和 5年 12月 12日 

財務監査実施日  令和 6年 2 月 21日 

 

◎組織及び職員配置状況(12月 1日現在) 

 

次 長 係 長
課 長 主 査

（ 8 級 ） （ 6 級 ） （ 5 級 ） （1～3級）

1 2

2 3 10 19

1 2 3

1 2 7 10

1 1 6 9

1 1

1 3 6

1 1 1 3

1 7 8 29 53

再任用

計
（ 7 級 ） （ 4 級 ）

1

62

4

1

職 主任以下

2

　　　　　　　　　　　     区分

課等名

部 長 職 職 補 佐 職 係 長 職

(単位：人)

経済部

計

農林水産課

産業振興課

観光振興課

地方卸売市場

再任用

内房総アートフェス
実行委員会

 

 

 

○農林水産課 

1 主な事務分掌 

農林調整係：農業の振興、道の駅等交流拠点整備、地域交流拠点施設の管理運営に関すること 

農林振興係：農業の振興、農業経営改善、畜産の指導、農林業関係団体の指導育成に関すること 

有機農業推進係：農業の振興、有機農業の推進に関すること 

農林土木係：農林業の振興、林業及び林道、土地改良事業、農林業関係団体の指導育成、農林業の災害、

農業施設、農道に関すること 

農林水産課 

経済部 

地方卸売市場 

農林振興係 

市場係 

農林調整係 

農林土木係 

産業振興課 

商工労政係 

移住定住・企業立地推進係 

水産係 

観光振興課 
観光振興係 

観光企画係 

有機農業推進係 

経済部 
 



 23 

水産係：水産業の振興、水産業関係団体の指導育成、水産業の災害、漁港、漁港区域内の海岸保全に関す

ること 

2 予算の執行状況（11月 30日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

農林水産業使用料 63,127,000 268,572 268,572 0 0.4 100.0

農林水産業手数料 4,000 3,900 3,600 300 90.0 92.3

農林水産業費県補助金 318,215,000 285,581,205 4,687,926 280,893,279 1.5 1.6

利子及び配当金 3,000 0 0 0 0.0 0.0
農林水産業費受託事業
収入

1,523,000 1,523,940 0 1,523,940 0.0 0.0

雑入 33,030,000 30,373,677 3,373,677 27,000,000 10.2 11.1

計 415,902,000 317,751,294 8,333,775 309,417,519 2.0 2.6

(単位:円・％)

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額
収 入 率

調定額の主なもの 

・農林水産業費県補助金  千葉県水産業強化施設整備支援事業費補助金   

140,092,000円 

多面的機能支払交付金           50,373,818円 

東京湾漁業総合対策事業補助金       46,853,300円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

農業総務費 19,000 5,040 13,960 26.5

農業振興費 110,953,000 68,259,554 42,693,446 61.5

畜産業費 200,000 199,500 500 99.8

農地費 196,201,000 141,226,870 54,974,130 72.0

林業総務費 234,000 207,350 26,650 88.6

林業振興費 38,350,000 18,390,733 19,959,267 48.0

水産業振興費 294,329,000 272,484,754 21,844,246 92.6

応急災害復旧費 16,511,000 16,511,000 0 100.0

計 656,797,000 517,284,801 139,512,199 78.8

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・農業振興費   道の駅「木更津 うまくたの里」指定管理料     29,535,000円 

・農地費     多面的機能支払交付金               67,165,101円 

         畔戸排水機場整備補修工事費            31,900,000円 

・水産業振興費  千葉県水産業強化施設整備支援事業費補助金    148,400,000円 

東京湾漁業総合対策事業（共同利用施設設置事業）費補助金 

                         40,145,000円 

千葉県水産多面的機能発揮対策地域協議会負担金   40,000,000円 

 

　歳　出（繰越明許費）
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

水産業振興費 23,000,000 22,770,000 230,000 99.0

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・牛込漁港航路浚渫工事費  22,770,000円 
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3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

なお、次のとおり改められたい。 

農道施設維持補修工事（その６）などにおける支出負担行為の起票の取扱いについて、日

付を遡及して起票処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従い適正

な事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

 令和 6年 3月 5日付けで経済部長から次のとおり回答があった。 

 

 今後は木更津市財務規則に従って、適正な支出負担行為の起票を行ってまいります。 

 

・その他意見 

 君津地域畜産振興協議会に支出している負担金について、繰越金が多額のため、新年度に

当たっては減額できるのか交渉されたい。 

 

〔その他意見に対する改善〕 

令和 6年 3月 5日付けで経済部長から次のとおり回答があった。 

 

次年度の繰越金の状況を踏まえ、負担金の見直しについて、団体と協議してまいります。 

 

 

○産業振興課 

1 主な事務分掌 

移住定住・企業立地推進係：移住及び定住の促進、企業誘致、工場立地、かずさアカデミアパーク事

業の推進（公益財団法人かずさ DNA 研究所に係るものを除く。）、研究所等の誘致、港湾の整備促進、港

湾振興対策の調整に関すること 

商工労政係：商工業及び商工業団体の振興、職業訓練、労働対策に関すること 

 

2 予算の執行状況（11月 30日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

利子及び配当金 23,000 11,698 11,698 0 50.9 100.0

商工費寄附金 5,000 7,007,758 7,007,758 0 激増 100.0

産業振興基金繰入金 19,766,000 0 0 0 0.0 0.0

中小企業貸付金元利収入 223,500,000 0 0 0 0.0 0.0

雑入 7,001,000 981 981 0 0.0 100.0

計 250,295,000 7,020,437 7,020,437 0 2.8 100.0

(単位:円・％)

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額
収 入 率

 
調定額の主なもの 

・商工費寄附金  産業振興基金寄附金  7,000,000円 
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　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

企画費 1,000,000 990,000 10,000 99.0

労働諸費 1,192,000 1,027,855 164,145 86.2

商工業振興費 587,027,000 435,827,649 151,199,351 74.2

港湾管理費 1,772,000 1,689,016 82,984 95.3

港湾建設費 100,000,000 0 100,000,000 0.0

計 690,991,000 439,534,520 251,456,480 63.6

(単位:円・％)

支出負担行為済額の主なもの 

・商工業振興費  中小企業資金融資に係る預託金           223,500,000円 

生活者物価高騰対策支援事業費（ポイント原資）   60,000,000円 

産業・創業支援センター管理運営業務委託料      33,990,000円 

アクアコイン普及推進事業補助金           10,501,000円 

 

　歳　出（繰越明許費）
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

港湾建設費 16,835,495 0 16,835,495 0.0

(単位:円・％)

 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 
 

・その他意見 

 千葉県指定団地協議会に支出している負担金について、繰越金が多額のため、新年度に当

たっては減額できるのか交渉されたい。 

 

〔その他意見に対する改善〕 

令和 6年 3月 5日付けで経済部長から次のとおり回答があった。 

 

次年度の繰越金の状況を踏まえ、負担金の見直しについて、団体と協議してまいります。 

 

 

○観光振興課 

1 主な事務分掌 

観光企画係：観光施設、観光関係団体の指導育成、インバウンド事業、国際会議観光都市、映像支援、木

更津版ＤＭＯ、観光案内所に関すること 

観光振興係：観光事業の振興、観光宣伝、クルーズ船の誘致、木更津駅周辺及び内港地区の賑わい創出に

関すること 

内房総アートフェス実行委員会：芸術祭に関すること 
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2 予算の執行状況（11月 30日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

商工費県補助金 4,211,000 0 0 0 0.0 0.0

利子及び配当金 1,000 0 0 0 0.0 0.0

総務費寄附金 1,081,000 1,081,376 1,081,376 0 100.0 100.0

商工費寄附金 0 1,392,700 1,392,700 0 皆増 100.0

観光振興基金繰入金 6,000,000 0 0 0 0.0 0.0

計 11,293,000 2,474,076 2,474,076 0 21.9 100.0

(単位:円・％)

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額
収 入 率

調定額の主なもの 

・総務費寄附金  みなとまち木更津ＷＡＯＮ寄附金          1,081,376円 

・商工費寄附金  港まつりガバメントクラウドファンディング寄附金  1,392,700円 

 

　歳　出
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

観光費 166,810,000 159,460,114 7,349,886 95.6

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・内房総アートフェス実行委員会負担金  56,000,000円 

・第７６回木更津港まつり負担金     29,708,000円 

・木更津版ＤＭＯ推進事業補助金     24,032,000円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 
なお、次のとおり改められたい。 

第８回ダナン市日越文化交流フェスティバル出展等業務委託における支出負担行為の取

扱いについて、日付を遡及して起票処理がなされていることは適切ではないので、木更津市 

財務規則に従い適切な事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

 令和 6年 3月 5日付けで経済部長から次のとおり回答があった。 

 

 今後は木更津市財務規則に従って、適正な支出負担行為の起票を行ってまいります。 

 

・その他意見 

 アクアラインイースト観光連盟等に支出している負担金について、繰越金が多額のため、

新年度に当たっては減額できるのか交渉されたい。 

 

〔その他意見に対する改善〕 

令和 6年 3月 5日付けで経済部長から次のとおり回答があった。 

 

次年度の繰越金の状況を踏まえ、負担金の見直しについて、団体と協議してまいります。 
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○地方卸売市場 

1 主な事務分掌 

市場係：市場施設の管理及び使用許可、付属営業人の業務指導、卸売業者・買受人の指導監督、取扱品目

の流通指導、市場運営審議会、市場関係団体の指導育成に関すること 

 

2 予算の執行状況（11月 30日現在） 

　歳　出（一般会計）
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

市場費 49,903,000 0 49,903,000 0.0

(単位:円・％)

 

 

　歳　入(公設地方卸売市場特別会計)

対 予 算 対 調 定

使用料 27,351,000 22,860,291 18,019,584 27,075 4,813,632 65.9 78.8

一般会計繰入金 49,903,000 0 0 0 0 0.0 0.0

繰越金 1,000 0 0 0 0 0.0 0.0

市預金利子 1,000 0 0 0 0 0.0 0.0

弁償金 4,000 19,800 19,800 0 0 495.0 100.0

雑入 39,505,000 22,557,099 17,833,198 0 4,723,901 45.1 79.1

計 116,765,000 45,437,190 35,872,582 27,075 9,537,533 30.7 78.9

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額

 
調定額の主なもの 

・使用料  市場使用料     7,421,438円 

売場使用料     8,730,804円 

・雑入   業者使用電気料  22,538,557円 

 

　歳　出(公設地方卸売市場特別会計)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

総務費 80,166,000 50,755,300 29,410,700 63.3

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・光熱水費                 20,823,915円 

・市場内警備業務委託料           14,520,000円 

・公設地方卸売市場経営戦略策定業務委託料   9,515,000円 

 

　歳　出(公設地方卸売市場特別会計・継続費逓次繰越)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

総務費 2,541,000 2,541,000 0 100.0

(単位:円・％)

 
支出負担行為済額の主なもの 

・公設地方卸売市場経営戦略策定業務委託料  2,541,000円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

なお、次のとおり改められたい。 

給水管漏水調査などにおける支出負担行為の起票の取扱いについて、日付を遡及して起 
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票処理がなされたことは適切ではないので、木更津市財務規則に従い適正な事務処理を 

されるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

 令和 6年 3月 5日付けで経済部長から次のとおり回答があった。 

 

 今後は木更津市財務規則に従って、適正な支出負担行為の起票を行ってまいります。 
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監査資料受領日  令和 6年 2 月 5 日 

財務監査実施日  令和 6年 2 月 21日 

 

◎組織及び職員配置状況(2月 1日現在) 

 

次 長 係 長
課 長 主 査

（ 8 級 ） （ 6 級 ） （ 5 級 ） （1～3級）

1 1

2 4

2 4 8

再任用 1 1

派遣 2 2

1 4 7

1 1 3 12 23

秘書課

 (単位：人)

計

市長公室

経営改革課

シティプロモーション課

　　　　　　　　　　　     区分

課等名

部 長 職 主任以下

1

計
（ 7 級 ） （ 4 級 ）

1

1

職 補 佐 職 係 長 職 職

3

1

3

1

1

 
※派遣先：地方公共団体情報システム機構（1名）、デジタル庁（1名） 

 

 

○秘書課 

1 主な事務分掌 

秘書係：交際・儀式・ほう賞及び表彰、市長及び副市長の秘書、市長会に関すること 

 

2 予算の執行状況（1月 31日現在） 

　歳　出 (単位:円・％)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

一般管理費 9,322,000 8,125,506 1,196,494 87.2

支出負担行為済額の主なもの 

・公用自動車運行業務委託料  4,029,960円 

・市長公用車リース料      880,440円 

・千葉県市長会負担金      644,000円 

 

秘書課 

市長公室 

秘書係 

経営改革係 

経営改革課 

情報システム係 

ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ係 

 

デジタル推進係 

広報係 

 

市長公室 
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3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

 

 

○経営改革課 

1 主な事務分掌 

経営改革係：行政改革及び経営改革、地方分権の総合調整、職員の定数、行政組織及び事務の管理、業務

改善提案、行政改革推進委員会、指定管理者制度、他の部等に属さない事務の調整に関すること 

デジタル推進係：行政改革及び経営改革、デジタル化の推進に係る総合調整、番号制度に関すること 

情報システム係：電子計算組織の管理運営、情報ネットワークの管理運営、情報セキュリティ対策に関

すること 

 

2 予算の執行状況（1月 31日現在） 

　歳　入

対 予 算 対 調 定

総務費国庫補助金 5,064,000 5,064,000 0 5,064,000 0.0 0.0

総務費県補助金 3,304,000 1,525,000 0 1,525,000 0.0 0.0

事務処理の特例にかか
る県委託金

4,002,000 4,653,000 4,653,000 0 116.3 100.0

雑入 7,316,000 6,685,000 0 6,685,000 0.0 0.0

計 19,686,000 17,927,000 4,653,000 13,274,000 23.6 26.0

(単位:円・％)

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

  

調定額の主なもの 

・総務費国庫補助金  デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 

  5,064,000円 

・雑入        デジタル基盤改革支援補助金          6,685,000円 

 

　歳　出 (単位:円・％)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

一般管理費 43,906,000 33,256,566 10,649,434 75.7

電子計算費 449,727,000 438,977,553 10,749,447 97.6

計 493,633,000 472,234,119 21,398,881 95.7  
支出負担行為済額の主なもの 

・電子計算費  統合型業務パッケージ基幹系システム賃貸借料     241,296,000円 

        統合型内部情報系システム（人給・庶務・財務・文書・ＧＷ）賃貸借 

                                   27,033,600円 

        情報系端末機器賃貸借料               26,062,740円 

 

3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 
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・その他意見 

 統合型内部情報系システム改修（定年延長制度対応）業務委託について、見積期間が短く

設定されたことは適切ではないので、木更津市契約事務要領に従い、適切な事務処理をされ

るよう改められたい。 

 

〔その他意見に対する改善〕 

令和 6年 3月 6日付けで市長公室長から次のとおり回答があった。 

 

契約事務要領等を改めて課内で共有し、再発防止に努めるとともに適切な事務処理を怠

ることのないよう努めるものとします。 

 

 

○シティプロモーション課 

1 主な事務分掌 

プロモーション係：シティプロモーションの企画・調整及び推進、市のホームページ及びソーシャルメ

ディアの管理運営に関すること 

広報係：広報の総合調整、市広報紙の編集発行、市勢要覧等の編集発行、報道機関との連絡調整、木更津

ＰＲ大使及び木更津ふるさと応援団、市公認のマスコットキャラクター、株式会社ジェイコム千葉の出

資等、株式会社ベイエフエムの出資等、かずさエフエム株式会社の出資等に関すること 

 

2 予算の執行状況（1月 31日現在） 

対 予 算 対 調 定

利子及び配当金 13,440,000 13,440,750 13,440,750 0 100.0 100.0

雑入 3,721,000 4,186,504 4,182,904 3,600 112.4 99.9

計 17,161,000 17,627,254 17,623,654 3,600 102.7 100.0

収 入 未 済 額
収 入 率

科 目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

 

調定額の主なもの 

・利子及び配当金  株式会社ジェイコム千葉第 37期配当金       13,428,000円 

・雑入       広告掲載料(広報きさらづ・市公式ホームページ)   4,182,904円 

 

　歳　出 (単位:円・％)
科 目 予 算 現 額 支出負担行為済額 予 算 残 額 執 行 率

文書広報費 77,457,000 68,852,470 8,604,530 88.9

企画費 12,782,000 12,449,190 332,810 97.4

計 90,239,000 81,301,660 8,937,340 90.1  

支出負担行為済額の主なもの 

・文書広報費  公式ホームページ再構築業務委託料       22,044,000円 

広報きさらづ制作業務委託料          17,267,800円 

インターネット広告事業業務委託料        5,247,000円 

・企画費    シティプロモーションサポート事業業務委託料   9,397,300円 
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3 監査の結果 

事務・事業の執行は、おおむね適正なものと認められた。 

なお、次のとおり改められたい。 

 木更津市行政情報番組制作・放送業務委託などにおける支出負担行為の取扱いについて、

日付を遡及して起票処理がなされていることは適切ではないので、木更津市財務規則に従

い、適切な事務処理をされるよう改められたい。 

 

〔指摘に対する改善〕 

 令和 6年 3月 6日付けで市長公室長から次のとおり回答があった。 

 

 今後は、木更津市財務規則に従い、適正な事務処理を行うよう、十分注意し改めてまいり

ます。 
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工 事 監 査 

 

1 監査の対象 

工事名称 (1) 畑沢小学校校舎トイレ改修工事（建築） 

(2) 畑沢小学校校舎トイレ改修工事（機械設備） 

(3) 畑沢小学校校舎トイレ改修工事（電気設備） 

工事場所 木更津市畑沢南二丁目１６番１号 

工事内容 湿式トイレを乾式トイレに改修 

和便を洋便に改修 

       アスベスト含有部材の撤去（下地モルタル、スラグ石膏セメント 

板） 

     トイレ改修に伴う電気設備及び機械設備の改修 

進捗状況 (1)おおむね 32％（令和 5年 10月末） 

     (2)おおむね 40％（令和 5年 10月末） 

(3)おおむね 8％（令和 5年 10月末） 

工事目的  老朽化し、和式便所が標準となっている小学校トイレを洋式

化することにより、教育環境の改善を図る。 

 

2 監査の期間 

令和 5年 9月 13日から令和 5年 12月 4日まで 

 

3 監査の方法 

工事監査は技術面の視点から実施するものであり、高度な専門知識を必要

とすることから、特定非営利活動法人建設技術監査センター（以下「センター」

という。）へ委託して行ったものである。 

令和 5 年 10 月 31 日にセンター技術士による事前調査として、設計図書等

の確認を行い、令和 5年 12月 4日に監査委員立会いのもと、センター技術士

による本監査として、関係職員等から工事の経緯、設計図書及び施工状況等の

説明を受けた後、工事現場においても関係者から説明を受けた。 

 

4 監査の結果 

センターからの工事技術調査報告書により、工事はおおむね良好であり妥当

であると認められた。 

工事の概要は次のとおりである。 

工事監査 
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工 事 の 概 要 

1 畑沢小学校校舎トイレ改修工事（建築） 

⑴ 請負業者  株式会社キミツ鐵構建設 

⑵ 請 負 額  41,800,000円 

⑶ 入 札 日  令和 5年 6月 22日（開札日） 

⑷ 契 約 日  令和 5年 6月 30日 

⑸ 契約工期  令和 5年 6月 30日から令和 6年 1月 31日 

⑹ 内  容  湿式トイレを乾式トイレに改修 

和便を洋便に改修 

          アスベスト含有部材の撤去（下地モルタル、スラグ石膏セメント板） 

⑺ 財  源  国庫 市債 一般財源 

 

2 畑沢小学校校舎トイレ改修工事（機械設備） 

⑴ 請負業者  桜井設備工業株式会社 

⑵ 請 負 額  24,365,000円 

⑶ 入 札 日  令和 5年 6月 22日（開札日） 

⑷ 契 約 日  令和 5年 6月 30日 

⑸ 契約工期  令和 5年 6月 30日から令和 6年 1月 31日 

⑹ 内  容  トイレ改修工事に伴う給排水設備一式、換気設備一式 

⑺ 財  源  国庫 市債 一般財源 

 

3 畑沢小学校校舎トイレ改修工事（電気設備） 

⑴ 請負業者  株式会社星和電工 

⑵ 請 負 額  5,005,000円 

⑶ 入 札 日  令和 5年 6月 22日（開札日） 

⑷ 契 約 日  令和 5年 6月 30日 

⑸ 契約工期  令和 5年 6月 30日から令和 6年 1月 31日 

⑹ 内  容  トイレ改修工事に伴う電灯設備、拡声設備、火災報知設備 

⑺ 財  源  国庫 市債 一般財源 
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